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はじめに（本日お伝えしたいこと）
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 昨今、異常気象などの気候変動問題が顕在化し、主な原因となる温室
効果ガスの排出削減は、地球規模で対応が求められる急務の課題。

 日本においても2020年10月の総理所信表明において、2050年カーボ
ンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言。

 この大きな潮流は、グローバル企業のみならず、地域企業にとってもその
影響は及ぶと考えられる。

 地域経済の成長を担う地域企業は、つぎのと捉えることが重要。

 コスト負担増や環境・ルール変化によるリスクの側面適切に対応

 カーボンニュートラルへの挑戦を、生産性の向上や新事業の創出など、
自らの稼ぐ力の強化につなげていくチャンスにつなげる。

 他企業や自治体など地域と連携することで、地域の産業の活性化やエ
ネルギーレジリエンスの強化につなげる。
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カーボンニュートラルとは

カーボンニュートラル

 カーボンニュートラルとは、温室効果ガス（GHG）の排出を全体としてゼロにすること。

– 「排出を全体としてゼロにする」とは、温室効果ガスの「排出量」から植林等による「吸収量」を
差し引いた、合計をゼロにすること（ネットゼロ、実質ゼロと同じ）

– 「温室効果ガス」とは、二酸化炭素（CO2）だけでなく、メタンなどを含む

 日本の場合、温室効果ガスの8割以上がエネルギー起源CO2（燃料の燃焼、供給さ
れた電気・熱の使用に伴って排出されるCO2）のため、エネルギー分野の取組が重要。
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日本の温室効果ガス排出量（2020年度）

 日本は、2050年までにカーボンニュートラルを目指
すことを宣言。

 実現には、産業界・消費者・政府など国民各層が
総力をあげて取り組むことが必要。

（出典）NEDO Green Japan, Green Innovation WEBサイトより作成 （出典）国立環境研究所 温室効果ガスインベントリより作成

エネルギー起源CO2

9.7 億t-CO2

非エネルギー起源CO2

0.8 億t-CO2

メタン 0.3 億t-CO2

一酸化二窒素 0.2 億t-CO2
代替フロン等4ガス

0.6 億t-CO2

ＧＨＧ排出量
11.5億トン



何故いま、カーボンニュートラルが求められているか（国際的な動向）

パリ協定（2015/12採択、2016/11発効）

 昨今、地球温暖化により世界の平均気温は上昇し、世界各地で異常気象などの気候
変動問題が顕在化。

 このまま気温が上昇すれば、影響はさらに深刻化するため、CO2などの温室効果ガスの
排出削減に取り組むことが地球全体の喫緊の課題。

 1992年に国連の下で、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目
標とする「気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)※」が採択されて以降、気
候変動対策に世界全体で取り組んでいる。 ※United Nations Framework Convention on Climate Change
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国内外における気象災害

森林火災
（米国カリフォルニア州）

令和2年7月豪雨
（日本各地）

（出典）令和３年版 環境・循環型社会・生物多様性白書

9月観測史上最高気温を観測した
３日後の降雪（米国コロラド州）



何故いま、カーボンニュートラルが求められているか（パリ協定）

 2015年に開催された第21回国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21）にお
いて、パリ協定が採択。パリ協定は、京都議定書に代わる、全ての国が参加する公平で
実効的な2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための国際約束。

 世界共通の長期目標として、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より
十分低く保ち（2℃目標）、1.5℃に抑える努力を追求（1.5℃努力目標）。

 気候変動枠組条約や京都議定書を経て積み重ねられてきた世界の気候変動対策の
転換点であり、世界全体での今世紀後半の脱炭素社会の構築に向けた新たな出発
点といえる。

6

 世界共通の長期目標として2℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追求すること。
 主要排出国を含む全ての国が削減目標を5年ごとに提出・更新すること。
 全ての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し，レビューを受けること。
 適応の長期目標の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施，適応報告書の提出と定期的更新。
 イノベーションの重要性の位置付け。
 5年ごとに世界全体としての実施状況を検討する仕組み（グローバル・ストックテイク）。
 先進国による資金の提供。これに加えて，途上国も自主的に資金を提供すること。
 二国間クレジット制度（JCM）も含めた市場メカニズムの活用。

パリ協定の概要

（出典）環境省 http://www.env.go.jp/earth/211022/mat01.pdf https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h29/pdf/1_2.pdf
外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000119.html

http://www.env.go.jp/earth/211022/mat01.pdf


各国の目標、日本の目標
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年限付きのカーボンニュートラル表明国・地域 主要国の排出目標

2030目標 カーボンニュートラル目標

日本
▲46%
2013年比

<気候変動サミット等での表明(2021年4月)>

2050年
カーボンニュートラル

<総理所信演説(2020年10月)>

米国
▲50-52%

2005年比
<NDC再提出(2021年4月)>

2050年
カーボンニュートラル

<2020年7月バイデン氏の公約>

EU
▲55％
1990年比

<NDC再提出(2020年12月)>

2050年
カーボンニュートラル

<長期戦略提出(2020年3月)>

英国
▲68％
1990年比

<NDC再提出(2020年12月)>

2050年
カーボンニュートラル

<気候変動法改定(2019年6月)>

中国

2030年ピークアウト
GDPあたりGHG排出▲65％

（2005年比）
<国連総会一般討論(2020年9月)>

<気候野心サミット(2020年12月)>

2060年
カーボンニュートラル

<国連総会一般討論(2020年9月)>

韓国
▲35％
2018年比

<炭素中立基本法(2021年8月)>

2050年
カーボンニュートラル

<長期戦略提出(2020年12月)>

（出典）
①Climate Ambition Allianceへの参加国、②国連への長期戦略の提出による2050年CN表明国、2021年4月の気
候サミット・COP26等における2050年CN表明国等をカウントし、経済産業省作成（2021年11月9日時点）
①https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=95
②https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies

COP26終了時点（2021年11月）：150ヶ国以上
※世界全体のCO2排出量に占める割合は88.2%

■2050年までのカーボンニュートラル表明国

■2060年までのカーボンニュートラル表明国

■2070年までのカーボンニュートラル表明国

 世界各国で、カーボンニュートラルを目指す動きが加速するとともに、脱炭素化に向け
た大胆な政策措置を打ち出している。

 国際的にも、気候変動問題への対応を「成長の機会」と捉える潮流が生まれている。



2050年カーボンニュートラル実現に向けた政府の取組

 2020年10月の2050年CNの表明以降、その実現に向けて、グリーン成長戦略、第6次エネル
ギー基本計画等の各種戦略を策定、また、それらの実行に向けた施策を検討するため、GX実
行会議等を開催。

2021年

2022年

2050年カーボンニュートラルの表明（10月26日）

2030年度の温室効果ガス排出量46%削減目標の表明（4月22日）

 グリーン成長戦略の具体化（6月18日関係省庁と連携し、経済産業省とりまとめ）
 イノベーションのスパイラルを起こすため、①政策手段や各分野の目標実現の内容の具体化、②脱炭素効果

以外の国民生活のメリットの提示という観点から具体化

 第6次エネルギー基本計画の策定（10月22日閣議決定）
 2030年46％削減に向けたエネルギー政策の具体的政策と2050年CNに向けたエネルギー政策の大きな方

向性（供給サイドに力点）

 グリーン成長戦略の策定（12月25日関係省庁と連携し、経済産業省とりまとめ）
 2050年CNに向け、将来のエネルギー・環境の革新技術（14分野）について社会実装を見据えた技術戦

略＋産業戦略

 地球温暖化対策計画（10月22日閣議決定）
 新たな2030年度温室効果ガス削減目標やその裏付けとなる対策・施策を提示

 長期戦略（10月22日閣議決定）
 パリ協定の規定に基づく長期低排出発展戦略として、2050年CNに向けた分野別長期的ビジョンを提示
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 GXリーグ基本構想公表（2月1日経済産業省）
 GXへの挑戦を行い、持続的な成長実現を目指す企業群や官・学と共に協働する場の提供

 クリーンエネルギー戦略の中間整理（5月19日関係省庁と連携し、経済産業省とりまとめ）

 GX実行会議（7月27日官邸に設置）
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求められるカーボンニュートラルへの対応

10

 カーボンニュートラル実現に向けた国内外の政府・民間企業等の動向を受け、価値観や
経済・社会環境はめまぐるしく変化し、その影響は、地域経済にも及んでいる。

（地域経済に及ぼす影響例）
・ サプライチェーン全体で脱炭素化に取り組む取引慣行の進展
・ エネルギー需給構造の変化による社会経済環境の変化
・ 金融機関・投資家による環境に配慮したファイナンスの拡大

地域企業が直面する変化（イメージ）

地域企業
投資家

政府

環境NGO等

グローバル
企業ESG投資

環境規制

情報開示

スコアリング
金融機関

投融資先
への働きかけ

激甚化する
災害への備え

社会的責任 消費者・労働者
意識の変化

サプライチェーンを
通じた対応要請

エネルギー需給
構造の変化



カーボンニュートラルの動きによる地域への影響
ー企業の事業環境や地域経済にはどのような変化が起こり得るか
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 この事業環境の変化にどう対応できるかが、地域企業に大なり小なり影響を与えることと
なる。成長の機会として活かすとともに、将来の脅威には計画的に行動することが重要。

 これまでのビジネスモデルや戦略を根本的に変えていく必要がある地域企業が数多く存
在。他方、新しい時代をリードしていくチャンスでもある。

脱炭素化による環境変化

▉ エネルギー調達の変化 エネルギーの需給構造の変化、エネルギーコストの変化 など

▉ 新たな国際ルール 温室効果ガス排出量の算定・開示を巡る変化、主要国の動き など

▉ 新たな業界・取引ルール サプライチェーン全体でカーボンニュートラルを目指す動き など

▉ 各種規制の見直し、制度整備 カーボンニュートラルを実現するための仕組みづくり など

▉ 金融機関・投資家の変化 サステナブルファイナンスの拡大、投融資・株主提案による事業活動の制限 など

▉ 消費者・労働者意識、価値観の変化 環境配慮製品を嗜好する消費者の増加、キャリア観の変化 など

▉ イノベーション カーボンニュートラル時代における新たな環境技術への期待 など



（参考）環境変化（エネルギー調達の変化：エネルギー基本計画）
エネルギー基本計画

 2050年カーボンニュートラル、2030年度の46％削減、更に50％の高みを目指して挑戦を続ける新たな削減目
標の実現に向けたエネルギー政策の道筋を提示（2021年10月22日閣議決定）。

 2030年度の省エネ量は、省エネ対策の野心的な見直しを行い、最終エネルギー消費で6,200万kl程度と設
定。電力供給部門については、S＋3Eの原則を大前提に、徹底した省エネルギーの推進、再生可能エネルギー
の最大限導入に向けた最優先の原則での取組、安定供給を大前提にできる限りの化石電源比率の引き下げ・
火力発電の脱炭素化、原発依存度の可能な限りの低減といった基本的な方針の下で取組を進める。

（出典）第6次エネルギー基本計画

＜2030年度におけるエネルギー需給の見通し＞
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2013年度 2030年度

2030年度
（H27策定時）

省エネの野心的な深掘り
2,280億kWh程度
（対策前比▲21%程度）

9,896億kWh
8,640億kWh

程度

9,808億kWh
程度

（2013→2030）

経済成長 1.4%/年
人口 0.6%減

旅客輸送量 2%減

2030年度
2030年度

（H27策定時）

10,650億kWh程度

22～24%
程度

3%程度

26%
程度

27%
程度

22～20%
程度

18%
程度

6%程度

37%
程度

32%
程度

7%程度

10,240億kWh程度

LNG

原子力

再エネ

石炭

石油等

36～38%
程度

水素・アンモニア
1%程度

20%
程度

20～22%
程度

非化石
24%
程度

非化石
59%
程度

化石
41%
程度

化石
76%
程度

2019年度

2%程度

19%
程度

非化石
44%
程度

化石
56%
程度

9,340億kWh程度

電力需要 電源構成
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（参考）環境変化（エネルギー調達の変化：クリーンエネルギー戦略、GX実行会議）

クリーンエネルギー戦略（中間整理）

 ウクライナ危機・電力需給ひっ迫を踏まえ、エネルギー
安全保障の確保に万全を期した上で、①脱炭素を
経済の成長・発展につなげるための産業のグリーント
ランスフォーメーション（GX）、②産業界のエネル
ギー転換の具体的な道筋や取組、③地域・くらしの
脱炭素化に向けた具体的取組を整理した上で、そ
れらを踏まえ、④GXを実現するために必要となる政
策等を整理。

GX実行会議

 産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産
業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社
会システム全体の変革＝ＧＸを実行するべく、必要
な施策を検討するため、官邸にGX実行会議を立ち
上げ。

 クリーンエネルギー戦略中間整理で示した政策課題
について、政府全体でGX実現に向けた政策を具体
化。

（出典）クリーンエネルギー戦略 中間整理

2020年代
前半

2030 2030年代

投資額

平均投資額
15兆円/年

脱炭素投資
の拡大

年間

約17兆円

10年間で

約150兆円

＜今後の脱炭素投資イメージ＞

• 主要な分野における脱炭素に関連する投資
額を、それぞれ一定の仮定のもとで積み上げ
た場合、2050年CNに向けた必要な投資額
は、2030年単年で約17兆円、今後10年
で約150兆円が必要。

（出典）クリーンエネルギー戦略 中間整理

＜GX実行会議における議論の論点＞

① ＧＸ経済移行債（仮称）の創設

② 規制・支援一体型投資促進策

③ ＧＸリーグの段階的発展・活用

④ 新たな金融手法の活用

⑤ アジア・ゼロエミッション共同体構想
など国際展開戦略

日本における2030年の脱炭素関連投資の見込み

• 2050年カーボンニュートラルや2030年度46％削減の
実現を目指す中で、将来にわたって安定的で安価なエ
ネルギー供給を確保し、更なる経済成長につなげるた
め、「点」ではなく「線」で実現可能なパスを描く。

＜クリーンエネルギー戦略の位置づけ＞

（出典）内閣官房 GX実行会議（第1回）

• GX実行会議では、「日本のエネルギー
の安定供給の再構築に必要となる方
策」、「それを前提として、脱炭素に向
けた経済・社会、産業構造変革への
今後10年のロードマップ」を検討。

• 特に、新たな５つの政策イニシアティブ
を掲げ、今後議論を深める予定。



（参考）環境変化（国際ルールの変化：GHGに関するルール、国際イニシアチブ）
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国際イニシアチブ

14

GHGプロトコル

 GHGプロトコルは、1998年に世界環境経済人協議
会（WBCSD）と世界資源研究所（WRI）によっ
て共同設立されたもの。

 企業のGHG排出量の算定と報告に関して、国際的
な基準。自らの排出だけでなく、事業活動に関係す
るあらゆる排出を合計した排出量（サプライチェーン
排出量）の算定・報告基準を規定。

Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの
直接排出(燃料の燃焼等)

Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気
の使用に伴う間接排出

（出典）グリーン・バリューチェーンプラットフォーム https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/
温室効果ガス(GHG）プロトコル https://www.env.go.jp/council/06earth/y061-11/ref04.pdf

Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出
(事業活動に関連する他社の排出)

※以下をはじめ15のカテゴリーに分類される。
カテゴリー1：購入した製品・サービス（上流）
カテゴリー4・9：輸送・配送（上流/下流）
カテゴリー11：販売した製品の使用（下流）
カテゴリー12：販売した製品の廃棄（下流）

SBT（Science Based Targets）

 パリ協定が求める⽔準と整合した5年～15年先を
目標年として企業が設定する、温室効果ガス排出
削減目標。

 目標レベルは、1.5℃目標に整合する形で、少なくと
も年4.2％削減することを推奨。

 SBTでは、原則、サプライチェーン排出量
（Scope1+2+3）が対象。

RE100（Renewable Energy 100%）

 事業を100％再生可能エネルギーの電力でまかなう
ことを目標とする企業連合。

 対象となる企業は、グローバルまたは国内で認知度・
信頼度が高い企業、電力消費量が大きい企業な
ど。

 日本では、RE100の参加要件を満たさない団体を
対象に、日本独自のイニシアチブとして「再エネ100
宣言 RE Action」が発足。

 世界各国で、企業のサプライチェーン排出量の見える
化（把握・管理や情報開示）の動きが活発化。
GHGプロトコルの考え方がベース。

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
排
出
量

自
社

他
社



（参考）環境変化（国際ルールの変化：カーボンプライシング、海外政府の動き）

15

海外政府の動き（例：EU）

15

ETS実施or 実施予定

炭素税実施or 実施予定

ETS と炭素税の実施or 実施予定

※塗りつぶしは国・EU等
の域内全域での導入を、
円は州・省・都市等の
国内地域への適用を表す。

（出典）World bank Carbon Pricing Dashboardから経済産業省で一部編集
https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data 

カーボンプライシング

 カーボンプライシングとは、炭素排出に価格を付け、
排出者の行動を変容させる政策手法。様々な手法
が存在。

タクソノミー適格（例）

再エネ発電

電気自動車

石炭火力発電 ハイブリッド自動車／内燃自動車

タクソノミー不適格（例）

EUタクソノミー

 EUでは、ファイナンスに係る
「タクソノミー」（分類体
系）を策定し、環境的に
持続可能な経済活動（い
わゆる「グリーン」）を定義。

 事業会社に対し売上におけるグリーン比率の開示
を、金融機関に対し自らの貸出債権等の金融資産
のグリーン比率の開示等を義務づけ。

炭素国境調整措置

 CO2の価格が低い国で作られた製品を輸入する際
に、CO2分の価格差を事業者が負担する仕組み。

 2023年1月から運用開始。ただし、2026年1月ま
での3年間は移行期間として、輸入者に金銭負担
は 求めない代わりに、製品単位あたり排出量等の
情報を報告する義務を課す。

 対象は全ての国、対象産業は鉄鋼、アルミ、セメン
ト、肥料、電力。ただし、3年間の移行期間で収集
した情報をもとに、セクターの範囲を拡大させる可能
性が規定されている。

世界におけるカーボンプライシングの導入状況

＜カーボンプライシングの分類＞

炭素税

排出量取引制度

エネルギー諸税

FIT賦課金

省エネ法・高度化法

証書・クレジット制度

政府による
カーボンプライシング

インターナル(企業内)・
カーボンプライシング※

カーボン
プライシング

※企業が独自に自社のCO2排出に対し、価格付け。

民間セクターによる
クレジット取引

例：Jクレジット、
非化石証書

例：石油石炭税、
揮発油税

明示的(Explicit)な
カーボンプライシング

暗示的(Implicit)な
カーボンプライシング

化石燃料課税の多くは
排出量換算が可能



（参考）環境変化（新たな業界・取引ルール、金融機関・投資家の変化）
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新たな業界・取引ルール 金融機関・投資家の変化

 国内外で、サプライチェーンの脱炭素化とそれに伴う
経営全体の変容（GX）が加速。

 これまで環境対応は主にCSRの一環で実施されてい
たが、今後は経営課題として対応する必要。

（出典）Global Sustainable Investment Alliance 2020より作成

世界のサステナブル投資額の推移

 GFANZ(Glasgow Finance Alliance for Net 
Zero)は、年金・生保、アセット・マネージャー、銀
行、損保のアライアンスを束ね、2050年ネットゼロ実
現の加速を目指すイニシアチブとして2021年4月に
発足。参加金融機関は450以上、その金融資産合
計は130兆ドル越え。賛同機関は、資金供給先の
排出削減をコミットし、削減計画と進捗、実績を公
表。

（出典）Apple 「Environmental Progress Report 2019」
「Supplier Clean Energy 2022Program Update」を基に経済産業省・関東経済産業局作成

• 2020年7月、2030年までにサプライチェーンも含めたカーボンニュート
ラルを目指すと発表し、サプライヤーがApple製品の製造時に使用する電
力についても2030年までに再生可能エネルギー100%を目指す、との
目標を掲げた。

• この要求に応じると宣言したサプライヤーは、過去1年で2倍近く増え、
2022年3月時点で計213社。このうち国内企業は、シャープ(株)の他、
半導体関連製品を供給するイビデン（株）、液晶画面のシートを製造す
る恵和（株）など、計29社。

【Apple製品の製造から廃棄・リサイクルに至るライフサイクル全体でのCO2排出量】

CO2排出量見込み

回収・貯留を除いたCO2実質排出量

米・Apple：2030年までにサプライチェーン脱炭素化

金融の脱炭素化を主導するイニシアチブ

サステナブル投資の主流化

 世界のサステナブル投資額は、2020年に35.3兆ドル
まで増加。
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（参考）環境変化（関連法の整備：省エネ法、温対法の改正）

（出典）経済産業省ホームページ

エネルギーの使用の合理化等に関する法律 地球温暖化対策の推進に関する法律

 2050年カーボンニュートラルや2030年度削減目標
の実現に向け、改正省エネ法が国会で成立
（2022年5月13日）。

 化石エネルギーのみならず、非化石エネルギー（⽔
素・アンモニア等）の使用も合理化することで、エネル
ギーの安定供給につなげていくことが必要。このため、
現行の省エネ法の「エネルギー」の定義を見直し、
使用の合理化の対象を非化石エネルギーを含む全
てのエネルギーに拡大。加えて、エネルギー多消費
事業者に対して、非化石エネルギーの転換に関する
中長期計画の策定や、非化石エネルギーの使用状
況の定期報告等を求める。

 これらを踏まえ、法律名は、「エネルギーの使用の合
理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法
律」に見直し。

 2050年カーボンニュートラルを基本理念として法に
位置づけるとともに、その実現に向けてESG投資にも
つながる企業の排出量情報のオープンデータ化、地
方創生につながる再エネ導入の促進等を盛り込んだ
改正法が2022年4月1日に施行。

 上記の改正に続き、出資制度を通じて脱炭素事業
に民間資金を呼び込む資金支援をするための法的
基盤を構築するとともに、国による地方公共団体へ
の財政上の措置に関する規定を法的に位置づける
ため、改正温対法が国会で成立（2022年5月25
日）。

（出典）環境省ホームページ



18（出典）農林⽔産省ホームページ

みどりの食料システム法

 持続可能な食料システムの構築に向け、2021年5
月に、農林⽔産省が「みどりの食料システム戦略」を
策定。中長期的な観点から、調達、生産、加工・流
通、消費の各段階の取組と、カーボンニュートラル等
の環境負荷軽減のイノベーションを推進。

 戦略の基本理念の法定化や、環境負荷低減の取
組を支援する計画認定制度の創設等の必要な措
置を講ずるため、「環境と調和のとれた食料システム
の確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に
関する法律」（みどりの食料システム法）が国会で
成立し、2022年7月1日に施行。

プラスチック資源循環法

（出典）環境省ホームページ

 製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わ
るあらゆる主体において、資源循環等の取組（3R 
＋ Renewable）を促進するため、「プラスチック
に係る資源循環の促進等に関する法律」（プラス
チック資源循環法）が2022年4月1日に施行。

 「プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資
する環境配慮設計」、「ワンウェイプラスチックの使
用の合理化」、「プラスチック廃棄物の分別収集・自
主回収・再資源化」等に関して基本方針を策定。

（参考）環境変化（関連法整備:みどりの食料システム法/プラスチック資源循環法）



（参考）環境変化（新たな業界・取引ルール/各種規制の見直し、制度整備）

（出典）2022年11月29日 GX実行会議（第4回）資料１（GXを実現するための政策イニシアティブの具体化について）より抜粋 19



（参考）環境変化（消費者意識・価値観の変化、イノベーション）

20

消費者意識・価値観の変化

 エシカル消費とは、消費者が社会的課題の解決を考
慮したり、課題解決に取り組む事業者を応援しなが
ら消費活動を行うこと。

 消費者庁の調査によれば、エシカル商品に対する消
費者の関心が高まっているとともに、環境保全に対す
る関心が高いことが明らかとなっている。

イノベーション

20

 経済産業省では、「グリーン成長戦略」で取り上げら
れた14分野について、知財競争力を主要国と比
較。

 過去10年（2010～2019年）の各分野の特許
数の他、特許の注目度、排他性等を定量評価。

 日本は、⽔素、自動車・蓄電池、半導体・情報通
信、食料・農林⽔産の４分野で首位。他の６分野
でも世界第２位もしくは第３位。

（出典）エネルギー白書2021
https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/whitepaper2021.pdf

関心を持っている課題・活動

特許競争力の国別比較

（出典）消費者庁 エシカル消費に関する消費者意識調査

エシカル商品の興味度
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地域におけるカーボンニュートラルの対応の必要性
ー地域企業の取組の意義と地域が支えることの意味

22

 地域においても、生産性の向上、企業価値の向上、新たな事業機会の創出、といった
チャンスをもたらす成長の機会と捉え、企業レベルでの着実な取組が必要。

 個々の企業の取組と並行して、地域の面的な取組も重要。地域企業の取組をより効
果的・効率的に推進するとともに、地域の競争力強化につなげていく。

 自治体や地域支援機関には、地域の脱炭素化の取組とともに、カーボンニュートラル
産業の創出や企業等の脱炭素化の支援の両面で、地域における経済と環境の好循
環を生む役割を期待。

脱炭素化による環境変化

▉ エネルギー調達の変化

▉ 新たな国際ルール

▉ 新たな業界・取引ルール

▉ 各種規制の見直し、制度整備

▉ 金融機関・投資家の変化

▉ 消費者・労働者意識、価値観の変化

▉ イノベーション

地域の産業競争力の強化

 生産性向上等による企業収益力向上

 環境対応等による企業競争力向上

 脱炭素経営／製品による企業価値向上

 インフラの脱炭素化による立地競争力の向上

地域の持続可能性の追求

 エネルギーの地産・地消等による防災・減災等の
地域のレジリエンス力の向上

 脱炭素化を通じた地域内での経済循環の促進



地域のカーボンニュートラル対応の例
ー企業・地域にとってできること（チャンスとして活かす、リスクに計画的に立ち向かう）

23

 地域企業においては、徹底した省エネをはじめ、カーボンニュートラル産業への参入や
高効率機器の活用による生産性向上など企業価値・企業競争力の向上の機会に。
また、自動車の電動化などの将来の動きを先読みした事業展開などを期待。

 地域においては、脱炭素をできるだけ早期に実現することが、地域の企業立地・投資の
魅力を高め、地域の産業の競争力の維持・向上に。

■地域企業の取組の例
 徹底した省エネ、再エネの活用
 カーボンニュートラル産業への参入
 脱炭素需要獲得に向けた販路拡大
 リスク回避のための多角化、業種転換
 サプライチェーン（自動車など）の要請へ
の対応

 循環経済、環境配慮の消費者志向への
対応

 SDGｓ・ ESG経営への転換

■地域の取組の例
 再エネ創出、省エネの推進
 排出量の見える化、削減の推進
 エネルギーの地産地消
 ⽔素などの将来技術の社会実装
 カーボンニュートラル産業への参入支援
 低炭素な事業環境（工業団地等）整
備



意識醸成

事業活動の脱炭素化
（省エネ・再エネ等）

脱炭素化のステップ

03

地域企業の事業活動の脱炭素化

04

 気候変動に関連する地域
企業のビジネスチャンス・リス
クを把握・分析

 既存事業の高付加価値
化・利益率向上、市場の
変化への対応力向上等に
より、競争力強化と脱炭素
化を実現する具体的な道
筋や取組を検討

 経済性のある省エネ投資から着手し、既
存事業の利益率・収益力を向上

 グリーン電力への切り替えや、再エネ導入
により企業価値を向上

経営戦略の脱炭素化
（事業再構築等）

地域企業の
事業インパクト分析

地域企業の
意識改革・行動変容

地域企業の経営戦略の脱炭素化

 プッシュ型の情報提供によ
り、地域企業の意識改
革・行動変容を促進

 社会・市場のニーズを取り込んだグリーン
な製品・サービスの開発等を通じた新事
業創出・新分野展開

 気候変動リスク低減のための事業多角
化や業態転換等の事業再構築

04

経
営
変
革
の
ス
テ
ッ
プ

24

現状把握

インパクト分析
戦略策定

01

02

 排出量の見える化や専門
家による省エネ診断等を活
用することで、自社の立ち
位置の見える化

地域企業の
現状把握（見える化）

※企業ごとに利用可能な技術、サプライチェーン上の位置づけ等が
異なるため、自社の置かれた環境を踏まえたトランジションを実践

 エネルギー需給構造と産業構造の転換により、地域企業も不可逆的な事業環境の変
化に直面。カーボンニュートラルを実現する技術の選択肢・道筋は１つではないため、自
社の置かれた環境を踏まえて、適切なトランジションを描くことが重要。

地域企業のGX対応のステップ



経営戦略の脱炭素化 事業活動の脱炭素化

 自社の排出量を算定（見える化）
 重点的に対応すべきポイントを確認・実行

 気候変動リスクの見極め
 チャンスを取り込んだ経営戦略の検討・策定
（稼ぐ事業へ転換）

×

25

＜取組イメージ＞＜取組イメージ＞ 省エネ

燃料転換・電化

再エネ導入

クレジット活用

GHG排出量
の把握

Scope1、2

Scope3
廃棄物の資源化

社有車の電動化

低炭素製品・
サービス供給

LCA、カーボン
フットプリント

自社ビジネス
に対する影響

チャンス

リスク

新事業創出

カーボン
ニュートラル
産業への参入

事業再構築

事業多角化

大きな影響がない

販路拡大

地域企業における取組イメージ

 「経営戦略の脱炭素化」と「事業活動の脱炭素化」の２側面が存在。

・・・
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温室効果ガス排出量・エネルギー使用量の見える化

 自社における温室効果ガスの排出量を把握するために、エネルギーの購入量、工程毎の
エネルギーの使用量を把握することが重要。

 省エネ法、温対法等※の報告対象となる場合は、法規に基づき算定をするが、対象外
の事業者においても、工程や事業活動毎の使用量から、各種制度にて用意された算定
ツールを活用することで比較的容易におおよその自社の排出量を把握することができる。

エネルギー使用状況の把握の例

1日の時間別電気使用状況

月別使用状況

簡易な排出量算定の流れ(エネルギー起源二酸化炭素排出量を把握)
①排出活動を特定（電気の使用、燃料（ガス、ガソリン、灯油等）の使用等）
②それぞれのエネルギー使用量の把握
③活動ごとの排出量の算定
エネルギー起源⼆酸化炭素排出量 ＝ エネルギー使用量× 排出係数

（例：電気の使用による排出量＝電気使用量○千kWh × 小売電気事業者別の係数）

✔CO2排出量算定にあたっては、「エネルギー起源二酸化炭素排出量等計算ツール」の利用が便利。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/jigyo-tekio.html

※温対法・・・地球温暖化対策の推進に関する法律、省エネ法・・・エネルギーの使用の合理化等に関する法律

係数一覧は
環境省のホーム
ページに掲載

エネルギー使用量による排出量の簡易な把握の例

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/jigyo-tekio.html
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 エネルギー利用での対策としては、①エネルギーの消費量削減、②利用するエネルギーの
低炭素化（再エネ活用）、③利用エネルギーの転換などでCO2排出量を削減。

企業のエネルギー関連でのCO2削減のイメージ

（出典）温室効果ガス削減中長期ビジョン検討会資料より関東経済産業局にて一部加工

Scope1・２における排出削減のイメージ

 ガソリン車からEVに
 暖房・給湯の電化 等

③利用エネルギーの転換

熱電気

熱電気
熱電気

熱電気

C
O

2
排
出
強
度

 徹底的な省エネルギー
 高効率機器の導入 等

現状のCO2排出量 2050年のCO2排出量

①エネルギー消費量の削減

②エネルギーの低炭素化
エネルギー消費量

①② ③① ②

 太陽光パネルの設置
 再エネの購入
 重油からガスへの転換（ボイラー）等



Scope3
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Scope3（サプライチェーン）における排出削減のイメージ

（出典）第1回 サプライチェーン全体でのカーボンニュートラルに向けたカーボンフットプリントの算定・検証等に関する検討会 事務局資料①をもとに関東経済産業局で編集

Scope3Scope1 Scope2

事業者自らによる
温室効果ガスの
直接排出量

他社から供給された
電気、熱・蒸気の使用に

伴う間接排出

上流 自社 下流

燃料の燃焼

11.販売した製品の使用

12.販売した製品の廃棄

電気の使用

1.購入した製品・サービス 2.資本財

3.Scope1、2に含まれない燃料
及びエネルギー活動

4.輸送、配送 5.事業から出る廃棄物

6.出張 7.雇用者の通勤 8.リース資産

9.輸送、配送 10.販売した製品の加工

13.リース資産

14.フランチャイズ 15.投資

 サプライチェーン排出量のうちScope3は15カテゴリに分類されており、各カテゴリの排出
量を把握することで優先的に排出削減に取り組むべき工程の把握が可能。

 さらに、自社のScope1、2を削減し、エネルギー効率の高い製品・部品を製造・販売す
ることで、顧客・取引先等のScope3の排出削減にも貢献。

その他（任意）.
従業員や消費者の日常生活に伴う排出等

①

②



１．何故いま、カーボンニュートラルが求められているか
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５．企業事例

６．経済産業省のカーボンニュートラルに向けた
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地域企業における取組の３つのポイント

①外部環境の変化を的確に捉える

⇒将来の脅威に対して計画的に行動 ex.将来的な自動車の電動化を踏まえた業態転換 等

②生産性向上・コスト削減につなげる

⇒ 高効率機器の導入や徹底的な省エネの推進・現場改善 等

③新技術やアイディアを企業の成長につなげる

⇒ 新たな技術革新ニーズへの対応などカーボンニュートラル産業への参入 等

地域企業における取組の３つのポイント

 地域企業がカーボンニュートラルに取り組む際の課題・ニーズの例

○カーボンニュートラルに向けてどのような取組を行えばよいかわからない

○自社の脱炭素関連技術・サービスを生かして、新しい市場に参入したい

○サプライチェーン、需要減等の市場変化やそれが与える自社への影響度合いを知りたい 等
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金融機関の変化

○金融機関がESG投資を推進し、温暖化対策の状況
を加味した融資条件の優遇等を得られる機会が拡大。

○国内の脱炭素関連ファイナンス案件は急増しており、
資金調達手段に変化が見え始めている。

サプライチェーンの変化

○サプライチェーン全体でカーボンニュートラルを目指すグ
ローバル企業が出現。それに伴い、サプライヤーに対して
排出削減や目標設定などの働きかけを行う企業も増加。

 外部環境が激しく変化する中においても、地域企業が競争力を維持・強化するためには、
自社の強み・弱みを分析した上で、環境変化に柔軟に対応していくことが重要。

 これにより、チャンスの取り込み、リスクの転換を図ることが可能。

（出典）GX実行会議 第1回資料

目標年

Microsoft
（IT）

2030

Apple
（IT）

2030

武田薬品工業
（製薬）

2040

三菱重工
（重工業）

2040

リコー
（エレクトロニクス）

2050

キリン
（食料品）

2050

カーボン
ニュー
トラル

海
外

国
内

サプライチェーン全体でカーボンニュートラルを宣言した企業例

（出典）各社公表情報をもとに経済産業省・関東経済産業局作成

①外部環境の変化を的確に捉える

国内脱炭素関連ファイナンス案件の拡大
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②生産性向上・コスト削減につなげる

 省エネは、環境負荷低減とともに経済的なメリット（コスト削減）を生み出すものであ
り、既存のビジネスの延長線上ですぐに始められる取組。

 例えば、高効率機器への更新や導入など。また、設備投資を伴わない工程改善やエネ
ルギーマネジメントによる運用改善によっても効果が得られる。

コストの削減生産性向上との両立

 省エネの観点から、生産やサービスの手法を見直
し、生産ラインの合理化やサービス提供の効率化
を図ることで、エネルギー使用量の削減と生産性
の向上を両立

 計画的・効果的な投資やプロセス改善により、エネル
ギーコストを削減

 省エネによって浮いたコストは売上いらずの利益となる



③新技術やアイディアを企業の成長につなげる
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 我が国においては、2050年カーボンニュートラルを目指す上で、「グリーン成長戦略」にお
いて、成長が期待される14の重点分野を選定。

 このような分野でのイノベーション創出に向けて、政策を総動員して企業の前向きな挑
戦を後押し。

（出典）経済産業省 グリーン成長戦略 https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210618005/20210618005.html
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カーボンニュートラルへの貢献

主な取組

想定される
影響・効果

生産性向上 SDGs経営

新事業創出

排出削減
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国本工業株式会社（静岡県浜松市）
ーカーボンニュートラル時代を見据えた経営戦略ー

事業内容 自動車部品（パイプ加工品）の製造、金型の設計・製作など

設立 1970年 資本金 1,000万円 従業員 71名

企業
概要

経営戦略・狙い

 世界情勢や自動車業界の動向などにアンテナ
を高く張り、自動車の電動化に対応した部品開
発やカーボンニュートラル対応など、将来を見据
えた経営戦略を展開。

 社員とは定期的にコミュニケーションの機会を設
け、当社が直面する課題などを共有。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト –企業競争力の向上-

 取引先からのCO2削減要請にも柔軟に対応。

 取引先に対しては、競争力のある価格（自動化等
の生産性向上）だけでなく、環境に配慮した製品
（カーボンニュートラルで生産）であることも訴求。
実際に、環境に配慮しているかどうかが調達の前提
になりつつあると実感。

 最近では、環境面に関心を持つ学生が増加傾向。
先行的に環境対応を進めることで、新規採用にお
いては、継続的な人材確保につながっている。

 工場に太陽光発電を設置するとともに、グリーン
電力を購入することで、自社で消費するエネル
ギーのカーボンニュートラル化を達成。

 社員による日々の作業効率の改善で、生産性
の向上と使用電力の更なる削減を図る。

 今後は、スコープ3（トラックでの物流、従業員
の出勤時など）の排出削減も検討。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

＜工場内に設置された太陽光発電システム＞

生産性向上
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マテックス株式会社（東京都豊島区）
ーグリーンプレミアムを企業ブランドにー

経営戦略・狙い

 経営理念の1つは、「窓をつうじて社会に貢献す
る」。窓から日本を変えていく。

 経済的価値、社会的価値、文化的価値を追
求し、企業成長につなげる。

 組織・チームづくりに重きを置き、社員1人1人の
リテラシーを高め、脱炭素にもチャレンジ。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト ｰ企業競争力の向上ｰ

 消費者の価値観は変化し、光熱費だけでなく、環
境配慮や健康への関心が拡大。機能性の高いエコ
ガラス市場の需要拡大と相まって業績は安定。

 同時に、脱炭素化のための投資により生じるグリーン
プレミアム（追加コスト）を吸収できるよう、ブラン
ディングに注力。業界でエコな会社としてのポジション
を確立。（窓のリフォーム全国No.1）。

 2009年からインターンシップを開始。学生との環境
コミュニケーションを通じて、新規採用では継続的に
人材を確保。

 2030年までに2013年比▲55％をターゲットに
活動を展開。排出量の見える化、照明のLED
化、設備・運用の改善、配送の効率化などに取
り組む。今後も、グリーン電力やEVへの切り替え
を順次行っていく予定。

 自社の排出削減だけでなく、エコガラスの普及
促進により、スコープ3の削減にも寄与。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

＜エコガラス＞ ＜窓からの熱の出入り＞

企業
概要

事業内容 建築用ガラス、サッシの卸販売

設立 1949年 資本金 1億円 従業員 296名

SDGs経営
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協栄産業株式会社（栃木県小山市）
ー再生材の環境価値で収益力を確保ー

経営戦略・狙い

 企業理念は「地球の環境と資源を守る」。

 持続可能な事業を実現する上で必要な技術・
用途開発に挑戦。さらに、自らが提供する事業
価値を訴求。

 社長と社員の間の積極的なコミュニケーションに
より、企業理念を共有。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト ｰ企業収益力の向上ｰ

 世界的な海洋プラスチック問題やカーボンニュートラ
ルを巡る動きを背景に、再生材の価値が認知され、
事業価値が向上。

 取引先となる飲料メーカーなどからの問い合わせが
増加。現状の設備では対応しきれないほどの注文を
受けている状況。

 再生材の環境価値を販売価格に反映することで、
収益力を確保。

 2011年に日本で初めて、ペットボトルからペット
ボトルへの⽔平リサイクルを実現。原油からPET
樹脂を製造する場合と比べてCO2排出量
▲63％を実現。原油からつくったバージン材と同
等の高品質、効率的な回収網の構築などを徹
底的に追求。

 この他、全工場に太陽光発電導入を計画中。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

企業
概要

事業内容 ペットボトルのリサイクル事業、再生ペット樹脂の製造など

設立 1985年 資本金 1億円 従業員 170名

資源循環



39

株式会社ティービーエム（埼玉県所沢市）
ー食品産業の排水を都市資源に変えるー

経営戦略・狙い

 事業領域は「⽔と油」。海や川をきれいにし、
人々に健康と楽しみを供する「食」を支えること
が大目標。

 食品産業の不要な排⽔油脂をエネルギーに転
換し、新たな都市資源を生み出すことで、コス
ト・CO2・廃棄物の同時削減を実現。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト ｰ企業競争力の向上ｰ

 飲食業の環境意識の高まりとともに引き合いが増加。

 都市型の新エネルギー創出システムとして地域の資
源循環に貢献するとともに、海外展開を狙う。

 飲食店等の排⽔リスクを未然に防ぐ排⽔管理
ソリューションを提供。首都圏を中心に500店舗
以上での管理実績。

 さらに、都市向けソリューションとして「フード・グ
リーン発電システム」を開発。食品工場・飲食施
設等から回収した排⽔油脂でバイオ燃料を製
造し、発電・燃料供給するビジネスも展開。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

排⽔油脂：食事を作る・食べることにより発生する。油含みの調理排⽔

企業
概要

事業内容 排⽔油脂をグリーン電力にかえる「フード・グリーン発電システム」の提案

設立 1999年 資本金 3,000万円 従業員 5名

資源循環
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株式会社藤井商店（新潟県西蒲原郡弥彦村）
ー再エネ発電事業を新たな収益の柱にー

経営戦略・狙い

 地球温暖化の進行が、お米をはじめ農作物に
対して与える影響に危機意識あり。

 先代社長の太陽光発電の導入をきっかけに環
境負荷の少ない企業経営に転換。

 管理職による定例社内会議にて、エネルギー削
減や環境負荷低減についても活発に議論。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト ｰ企業収益力の向上ｰ

 太陽光発電の売電収入で収益が増大。今後は、
発電量を増やして自家消費も進めつつ、再エネ発
電事業を収益の柱として育てていく。

 当社の工場は、地域のランドマーク的存在。これに
より、地元企業の再エネに対する理解が浸透。

 ビジネス（収益性）と企業イメージ（社会的責
任）を高めるため、積極的に環境投資。特に、
SDGsに関心の高い若者からは、反響が大きい。

 照明のLED化、精米機の省エネ化、環境負荷
の小さい包装材の導入などに取り組むとともに、
約1MWの太陽光発電事業を行う。工場には
200kWの太陽光発電を設置。自家消費ととも
にFIT（固定価格買取制度）を通じて売電。

 また、燕市の太陽光発電屋根貸し事業にも参
画。売電収入の一部は自治体に寄付。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

＜工場内に設置された太陽光発電システム＞

企業
概要

事業内容 米、雑穀、飼料、油脂、その他食品加工及び販売など

設立 1975年 資本金 2,000万円 従業員 70名

新事業創出
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株式会社FAプロダクツ（東京都港区）
ー再エネニーズの拡大を見込んだ新事業展開ー

経営戦略・狙い

 ビジョンは「コネクテッド・インダストリーズを世界
へ」。「コネクテッド（つなぐ・つなげる）」を通じて
今までにない新しい価値・ビジネスを創造。

 Smart Factory、Smart Energyの事業を
展開し、両事業がシナジー効果を生み出しなが
ら、製造業を中心にソリューションを提供。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト ｰ企業競争力の向上ｰ

 P2P電力取引は、需要家が主体的に電源を選択
することができ、環境価値を含む地域の再エネを長
期確保できることが強み。 これを通じて、拡大する
企業の再エネニーズの取り込みを図る。

 さらに、①再エネの地産地消による地域ブランディン
グや企業誘致、②発電所の建設による遊休地の有
効利用や雇用の創出、③ローカルグリッドや分散型
ネットワークによる地域レジリエンスの向上などを強み
として、各地域での事業拡大を目指す。

 太陽光発電の資材販売や建設・運用に加えて、
今後、基礎自治体や企業に対して自家消費・
排出量算定・カーボンフットプリント・再エネ導入
を中心とした削減実行・情報開示に至る一連の
カーボンニュートラル・脱炭素ソリューションを提供。

 2020年には、脱炭素市場の拡大を見込んで、
P2P電力取引事業に参入。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

P2P電力取引：発電所とエネルギー需要家を直接・自由に接続する新たな再生可能エネルギー取引モデル

企業
概要

事業内容 Smart Factory、Smart Energy 実現におけるソリューション提供

設立 2011年 資本金 8,750万円 従業員 53名

新事業創出



１．何故いま、カーボンニュートラルが求められているか

２．地域経済へのインパクト

３．地域でできること、企業でできること

４．地域企業における取組のポイント

５．企業事例

６．経済産業省のカーボンニュートラルに向けた

中小企業支援施策
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経済産業省の中小企業のカーボンニュートラル支援策

（出典）経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf

 経済産業省のホームページにて中小企業のカーボンニュートラル支援策をと
りまとめて公開

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf
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支援策（オンライン相談窓口）

（出典）経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf

＜相談窓口の概要＞
•相談形態：オンライン会議システムでの相談
•対象者 ：カーボンニュートラルに取り組む中小企業・小規模事業者
•相談時間：毎週火曜日と木曜日 午前9時～午後5時
•費用 ：無料

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf
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支援策（省エネ最適化診断）

（出典）経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf

省エネ最適化診断とは

「コスト削減」と「脱炭素化」の同時達成

１．費用のかからない省エネ改善

２．脱炭素化へ向けた各種アドバイス

３．省エネの第一歩はムダの見える化から

４．国の省エネ設備補助金等の利用にプラス

省エネ最適化診断の４つのメリット

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf
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支援策（省エネお助け隊）

（出典）経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf

事業者名 連絡先

一般社団法人カーボンマネジメントイニシアティブ 03-6912-4471

小田原箱根商工会議所 0465-23-1811

＜神奈川県＞

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf
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支援策（ものづくり補助金）

（出典）経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf
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支援策（省エネ補助金）

（出典）経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf

＜制度概要＞

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf


（参考）省エネ補助金の抜本強化 【500億円】【国庫債務負担行為の後年度分含め1,625億円】

 工場等での省エネを促進するため、非化石エネルギーへの転換に資する設備も含め、省エネ性能の高い設
備・機器への更新を支援。

 企業の複数年にわたる投資計画に対応する形で今後３年間で集中的に支援し、特に中小企業の潜在的
な投資需要を掘り起こす。

事前登録されたエネマネ事業者と「エネル
ギー管理支援サービス」を契約し、 ＥＭＳを
用いてエネルギー使用量を計測することで、
より効果的に省エネルギー化及びエネル
ギー需要最適化を図る事業。

設計費、設備費、工事費

Ⓐ先進事業 Ⓑオーダーメイド型事業
Ⓓエネルギー需要最適化

対策事業
Ⓒ指定設備導入事業

外部審査委員会において、以下の先進性が
認められた設備・システムを支援。
①導入ポテンシャル
②技術の先進性（非化石転換等）
③省エネ効果

機械設計が伴う設備又は事業者の使用目的
や用途に合わせて設計・製造する設備等
（オーダーメイド型設備）の導入を支援。

予め定めたエネルギー消費効率等の基準を
満たし、 補助対象設備として登録及び公表
した指定設備を導入する事業。

事業区分

事業要件

省エネルギー
効果の要件

補助対象経費

補助金限度額
（非化石）

補
助
率

中小企業者等

大企業 、その他

申請単位において、原油換算量ベースで以下いずれ

かの要件を満たす事業

①省エネ率＋非化石割合増加率:30%以上

②省エネ量＋非化石使用量:1,000kl以上

③エネルギー消費原単位改善率:15%以上（注）

※複数の対象設備（ⓐⓑⓒ）を組み合わせて申請する場合、

各設備の省エネ効果の合算値で上記要件を満たすこと

※非化石転換の場合も増エネ設備は認めないこととする。

申請単位において、原油換算量ベースで以下いずれ

かの要件を満たす事業

①省エネ率＋非化石割合増加率:10%以上

②省エネ量＋非化石使用量:700kl以上

③エネルギー消費原単位改善率:7%以上（注）

※複数の対象設備（ⓐⓑⓒ）を組み合わせて申請する場合、

各設備の省エネ効果の合算値で上記要件を満たすこと

※非化石転換の場合も増エネ設備は認めないこととする。

予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満た

す設備を導入すること

申請単位で、「ＥＭＳの制御効果と省エネ診

断等による運用改善効果」により、原油換算

量ベースで省エネルギー率２％以上を満た

す事業

※1

※2

※3 ※4

設備費、設計費、工事費 設備費、設計費、工事費

2/3以内
1/2以内

1/2以内 1/3以内

1/2以内

1/3以内

※投資回収年数7年未満の事業は1/3以内

※投資回収年数7年未満の事業は1/4以内

※複数年度事業の1事業当たりの上限額は30億円(40億円) ※複数年度事業の1事業当たりの上限額は20億円(30億円)
※連携事業は30億円（40億円） ※複数年度事業は認められない

【上限額】15億円/年度 (20億円/年度)

【下限額】100万円/年度
【上限額】1億円/年度
【下限額】３０万円/年度

【上限額】1億円/年度
【下限額】100万円/年度

設備費

【上限額】15億円/年度 (20億円/年度)

【下限額】100万円/年度

1/3以内

＜ユーティリティ設備＞
①高効率空調 ⑥低炭素工業炉
②産業ヒートポンプ ⑦変圧器
③業務用給湯器 ⑧冷凍冷蔵設備
④高性能ボイラ ⑨産業用モータ
⑤高効率コージェネレーション⑩調光制御設備
＜生産設備＞
⑪工作機械 ⑭印刷機械
⑫プラスチック加工機械 ⑮ダイカストマシン
⑬プレス機械

事前登録されたエネマネ事業者と「エネル
ギー管理支援サービス」を契約し、ＥＭＳを用
いてエネルギー使用量を計測することで、よ
り効果的に省エネルギー化及びエネルギー
需要最適化を図る事業。

設備費、設計費、工事費

※補助金限度額等については執行団体と協議の上決定するものとする。

※複数年度事業の１事業当たりの上限額は、1億円
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令和4年度補正予算案



国庫債務負担行為を活用し
た、複数年の投資計画に切れ
目なく対応できる新たな仕組
みを創設。

R4補正・R5 R6 R7 R8 R9 R10

（*別途、後年度負担額として、国庫債務負担行為1,125億円を計上）

250億円

合計

・・・

今後3年間で

5,000億円規模の支援

＋R5当初予算で360億円要求

・・・

複数年度事業分

1年目
100億

（主に設計）

２年目
660億

（設備製作）

3年目
450億

（工事・据付け）

4年目
15億

（調整工事）

単年度事業分

150億

A

・

B

C

先
進
事
業

オ
ー
ダ
ー

メ
イ
ド
型
事
業

指
定
設
備

導
入
事
業

１年目 ２年目 ３年目

年度の切れ目に毎年約3か月、
事業実施ができない期間が発生

【従来の事業実施のイメージ】

 総合経済対策を踏まえ、複数年の投資計画に切れ目なく対応できる新たな仕組みを創設。
 支援規模は、令和4年度第２次補正予算で500億円、国庫債務負担行為の後年度分含め約

1600億円を支援。このペースを継続させると、今後３年間で5,000億円規模の支援となる。

R4補正 500億円（国庫債務負担行為の後年度分含めて1,625億円）、R5当初 360億円 要求
（R3補正 100億円、R4当初 253億円）

【省エネ補助金の支援規模イメージ】

500億円*

令和4年度補正予算案
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（参考）省エネ補助金の３か年集中的支援について
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支援策（CEV補助金）

（出典）経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf

燃料電池車
（FCV）

電気自動車
（EV）

プラグイン
ハイブリッド車
（PHEV）

軽EV

補助：40万円⇒最大85万円

車別の補助額(例)

補助：約20万円⇒最大55万円

補助：20万円⇒最大55万円

補助：115万円⇒最大145万円

http://www.cev-pc.or.jp/

<事務局HPはこちら＞

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf
http://www.cev-pc.or.jp/
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支援策（カーボンニュートラル税制）

（出典）経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf

【制度概要】
○対象：
①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備導入
②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入
○措置内容：最大10％の税額控除又は50％の特別償却
○適用期間：令和5年3月31日まで

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf
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支援策（事業再構築補助金）

（出典）経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf


（参考）エネルギーと言えば、これ！（通称：エネこれ）

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/lp/

 経済産業省・資源エネルギー庁では、「エネルギーのこれまでを知り、これからを共に考えよ
う」、「エネルギーと言えばこれ！」と言われるサイトを目指して、情報サイト・スペシャルコン
テンツを「エネこれ」と命名し、サイトをリニューアルしました！
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https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/lp/
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（参考）中小企業支援機関によるカーボンニュートラル・アクションプラン

（出典）経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/actionplanlist/actionplanlist_220729.pdf

 経済産業省では、中小企業団体や金融機関等の支援機関が、2050年カーボンニュー
トラルに向けて会員企業等の脱炭素化と持続的な成長を支援する取組を「カーボン
ニュートラル・アクションプラン」としてとりまとめて公開。

 2022年7月末に第1回登録分をホームページで公開。中小企業支援機関によるアク
ションプランの登録は随時受付中。

 省エネ・温暖化対策に関する情報収集・
情報提供

 相談対応
 セミナーや説明会、イベントの開催
 経営指導員の研修内容への省エネや温
室効果ガス排出量削減の盛り込み

 CO2チェックシートの配布
 専門家派遣
 補助金等の計画策定・申請実施に向けた
支援

 J-クレジット制度におけるプログラム型プロ
ジェクトのとりまとめ

＜支援機関による取組の例＞ ＜アクションプラン登録リスト（抜粋） ※7月20日時点＞



（参考）エネルギー広報・温暖化対策（メールマガジン 「エネマガ」）

 関東経済産業局ではエネルギーに関連する最新情報を掲載したメールマガジンを
配信（約3,800名）

• エネルギーに関するセミナー等のイベント案内
• エネルギー・温暖化対策に関する補助金等の情報提供
• 週１回程度配信予定

関東経済産業局 メルマガ

◆お問合せ先◆

関東経済産業局 総合エネルギー広報室

TEL 048-600-0356
メール kanto-chiikiene@meti.go.jp
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mailto:kanto-ondanka@meti.go.jp
mailto:kanto-chiikiene@meti.go.jp
mailto:kanto-ondanka@meti.go.jp


お問い合わせ先

関東経済産業局資源エネルギー環境部

カーボンニュートラル推進チーム
カーボンニュートラル推進課

CN_kanto@meti.go.jp

※支援施策によっては募集が終了している場合や内容（要件、申請時期等）が

変更される場合もありますので、ご注意ください。


